
●記入内容は、統計を作成するためだけに用いられ、徴税など統計以外の目的に使われることはありません。
　また、法律（統計法）により、調査員を始め調査関係者は調査によって知り得た事項を他に漏らすことは固く禁じられています。

高額の支出も忘れずに『家計簿』への記入をお願いいたします。
『家計簿』の最終ページにある「記入確認リスト」を確認していただき、
記入漏れのないようご注意ください。

P.2-3

P.12

P.13

P.14

P.15

口座自動振替による支払

P.4-5口座への入金（給与・年金等）

P.6-9現金収入又は現金支出
クレジット・電子マネーなど現金以外による購入
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支払方法による家計簿の記入の違いについて

具体的な利用内容の記入例

電子マネーにチャージ（入金・積み増し）をした場合
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購入した商品などの代金が後日、携帯電話料金と合わせて
支払われる場合

ポイントを電子マネーや商品券に交換した場合

ポイントカード、クーポン券などとクレジットカードを併用
した場合

ポイントカード、クーポン券などと現金を併用した場合

商品券やプリペイドカードなどを購入した場合

購入できる商品が限定されない商品券やプリペイドカード
などを使用した場合

外食などをした場合（出前・宅配・テイクアウトなども含む）

病院関係の支払をした場合

介護保険を利用した場合

市価に比べて著しく安く購入した場合

「クレジット、掛買い、月賦」で購入した場合

生協などで商品を宅配で購入した場合

自動車を購入した場合

自動車を車検に出した場合

旅行・レジャーに関する支払をした場合

記入例
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